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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱交換器（１）であって、
・少なくとも２つの熱交換管（３）の束、ここで熱交換管（３）の束は、垂直に配向され
ており、かつ下方では熱交換管底部（３１）により閉鎖されており、
・熱交換管（３）の束を取り囲む熱交換器ハウジング（５）、ここで熱交換器ハウジング
（５）内にある熱交換管（３）の束の周囲に、液状熱媒体（７）が流れるようになってお
り、
・熱交換器ハウジング（５）を上方で閉鎖する熱交換器フード（９）、
・熱交換器ハウジング（５）を下方で閉鎖する熱交換器底部（１１）、
・熱交換器ハウジング（５）に備えられた、熱媒体（７）を熱交換器（１）内に供給する
供給部（１３）、
・熱交換器ハウジング（５）に備えられた、熱媒体（７）を熱交換器（１）から排出する
排出部（１５）、及び
・熱交換器フード（９）の近くに配置された非常用解放管（１７）
を有する、熱交換器（１）において、
　熱交換器（１）が、熱交換管（３）の漏出による圧力上昇を回避するために、熱交換器
底部（１１）の近くに配置されている安全装置（１９）を有しており、該第二の安全装置
（１９）が非常用放圧部であることを特徴とする、前記熱交換器。
【請求項２】



(2) JP 6429895 B2 2018.11.28

10

20

30

40

50

　１つの熱交換管（３）の開放断面積に対する安全装置（１９）の開放断面積の比率が、
１５～１，６００である、請求項１に記載の熱交換器（１）。
【請求項３】
　熱交換器（１）が、安全装置（１９）又は非常用解放管（１７）の後に接続されている
、熱媒体（７）用回収装置（２１）を有する、請求項１又は２に記載の熱交換器（１）。
【請求項４】
　熱交換器（１）が、液状熱媒体（７）を気相から分離するための装置を有する、請求項
１から３までのいずれか１項に記載の熱交換器（１）。
【請求項５】
　熱交換器（１）が、安全装置（１９）と回収装置（２１）との間に、液状熱媒体（７）
の一部のための分離器（２３）を有する、請求項１から４までのいずれか１項に記載の熱
交換器（１）。
【請求項６】
　熱交換器（１）が、液状熱媒体（７）の向きを変えるための内部構造物（２５）を有し
、内部構造物（２５）が、各熱交換管（３）に、若しくは各熱交換管（３）の間に位置し
ているか、又は各熱交換管（３）及び熱交換器ハウジング（５）に、若しくは各熱交換管
（３）と熱交換器ハウジング（５）との間に位置している、請求項１から５までのいずれ
か１項に記載の熱交換器（１）。
【請求項７】
　熱交換器（１）が塩浴熱交換器であるか、又は液状熱媒体（７）が塩溶融体である、請
求項１から６までのいずれか１項に記載の熱交換器（１）。
【請求項８】
　・反応器（２７）、
・反応器（２７）と接続された請求項１から７までのいずれか１項に記載の熱交換器（１
）、
・液状熱媒体（７）の少なくとも一部を循環させるために、反応器（２７）又は熱交換器
（１）と接続されたポンプ（２９）、
を有する、反応器配置構造（１０１）。
【請求項９】
　反応器（２７）が、発熱性又は吸熱性反応を実施するための管束型反応器である、請求
項８に記載の反応器配置構造（１０１）。
【請求項１０】
　以下の工程：
　ａ）第一の温度Ｔ１で反応器（２７）から排出される液状熱媒体（７）の少なくとも一
部を、請求項１から７までのいずれか１項に記載の熱交換器（１）への供給部を通じて導
入する工程、
　ｂ）熱交換器（１）の熱交換管（３）の周囲に、液状熱媒体（７）を流す工程、ここで
熱媒体（７）と熱交換管（３）との間で熱が交換され、
　ｃ）液状熱媒体（７）を第二の温度Ｔ２で、熱交換器（１）から導出し、液状熱媒体（
７）を反応器（２７）に供給する工程、
　ここで熱交換器（１）において圧力が上昇した場合、発生した過圧は少なくとも安全装
置（１９）により低下される、
を有する、反応器（２７）の温度調整法。
【請求項１１】
　工程ｂ）における熱媒体（７）が、熱交換管（３）の間を蛇行して流れる、請求項１０
に記載の方法。
【請求項１２】
　反応器（２７）が、発熱性又は吸熱性反応を実施するための管束型反応器である、請求
項１０又は１１に記載の方法。
【請求項１３】
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　反応器（２７）で実施する反応が部分気相酸化反応である、請求項１０から１２までの
いずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　部分気相酸化が、プロペンからアクロレインへの酸化、イソブテンからメタクロレイン
への酸化、アクロレインからアクリル酸への酸化、メタクロレインからメタクリル酸への
酸化、及びｏ－キシレンから無水フタル酸への酸化を含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　発熱性反応を実施するための反応器（２７）を冷却するための、請求項１から７までの
いずれか１項に記載の熱交換器（１）の使用であって、反応器（２７）は管束型反応器で
あり、かつ液状熱媒体（７）は塩溶融体である、前記使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱交換器、反応器と前記熱交換器とを有する反応器配置構造、また反応器の
温度調整法に関する。
【０００２】
　反応器のための熱交換器、及び類似の装置は、従来技術から原則的に公知である。そこ
で独国特許出願公開第２２０７１６６号明細書（DE 22 07 166 A1）は、循環で導入され
る熱媒体を有する反応装置のための冷却装置を記載しており、ここで循環ポンプ及び冷却
器は、反応容器の外部に配置されている。ここで循環ポンプ及び冷却器は、隣接して配置
された２つのハウジングに取り付けられる。さらに、熱媒体のための膨張タンクが、ポン
プハウジングを介して、またポンプハウジングと接続して配置されており、冷却剤のため
の蒸発分離器が、冷却ハウジングを介して直接、また冷却管と接続して配置されている。
膨張タンクの蓋には、破裂板が配置されていてよい。
【０００３】
　独国特許出願公開第１０２００６０３４８１１号明細書（DE 10 2006 034 811 A1）は
、管束型反応器の温度変更のための方法と関連して塩浴冷却器を記載しており、その冷却
媒体は、特に制限されていない。冷却器は平衡容器を有し、その中には充填レベルゲージ
が配置されている。事前に規定された充填レベルの値に達すると、過剰な熱媒体は、オー
バーフローによって、又は非常用解放管を介して流れる。熱媒体が過剰に膨張する場合、
非常用解放管が利用されるという事実に加えて、これはまた、例えば蒸発冷却器の管が破
裂する場合にも働く。
【０００４】
　冷却器として稼働されるこの分野の熱交換器を稼働させる際に重要なのは、漏出の瞬間
である。冷却管内では水／水蒸気が、５０ｂａｒ以上という圧力下にある。冷却管が破裂
した場合、水はこの圧力で熱媒体に侵入する。液状の熱媒体は例えば約２８０℃の温度で
循環されるので、水は激しく蒸発し、これによって自然に高圧が生じる。
【０００５】
　上述のように従来技術では過圧が生じる場合、熱交換器及び／又は冷却器を負荷から解
放するための措置が講じられている。ただし、これらの装置は一般的に、有用であると完
全には実証されていない。
【０００６】
　この分野の熱交換器（特に塩浴冷却器）は、高さが４ｍ～８ｍであり得る。従来技術に
記載された比較的起こりにくい場合（冷却管が破裂する場合）は実際、非常に注意を払い
、装置を良好に手入れしていても、繰り返される。ここでは、このようないわゆる管破裂
は特に、冷却管の下部領域で発生すること、すなわち、冷却管底部に対して僅かな距離で
起こったことが観察された。
【０００７】
　冷却媒体として水を使用する場合、これは熱媒体によって蒸発するため、水は冷却管の
下部領域～通常は一定の高さまでで、液状で発生する。まさにこの領域で、実際には常に
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何度も管破裂が観察され、これは特に、冷却器の規定稼働には起因しない。管破裂の別の
理由は、供給する水の品質不足に求めることができ、これによって考慮されていない負荷
及び／又は腐食が発生する。管破裂が発生すると、蒸気はその上方にある熱媒体塔を通過
するか、又は熱媒体に置き換わり、従来技術から公知の非常用解放管を介して、又は破裂
板を介して、増加した圧力が放圧される。従来使用されてきた高密度の熱媒体（例えば密
度が２の塩浴）では特に、このような通過、又は置き換わりは、非常に起こりにくい。
【０００８】
　その結果、冷却器のジャケットには圧力がかかるため、ジャケットは通常、敷設されな
い。この分野では通常、熱交換器、すなわち特に、液状熱媒体を有する冷却器が加圧無し
で敷設される。最悪の場合、管破裂による圧力増大は、冷却器のジャケット自体が破裂し
、熱媒体が外に流れ出すことにつながり得る。これにより人間と環境に対して、緊急の危
険が生じる。
【０００９】
　従来技術の欠点に鑑み、本発明の課題は、漏出の場合に特に迅速、及びより安全な圧力
解放を保証する、改善された熱交換器を提供することである。さらなる目的は、相応する
反応器配置を作製すること、また従来技術の欠点を有さない反応器の温度調整法を提供す
ることである。
【００１０】
　上記課題は、本発明の第一の態様において熱交換器（１）によって解決され、この熱交
換器は、以下のものを有する：
・少なくとも２つの熱交換管（３）の束、ここでこの熱交換管の束は垂直に配向されてお
り、下部では熱交換管底部（３１）によって閉鎖されており、
・熱交換管（３）の束を取り囲む熱交換器ハウジング（５）、ここで熱交換器ハウジング
（５）内にある熱交換管（３）の束の周囲に、液状熱媒体（７）が流れるようになってお
り、
・熱交換器ハウジング（５）を上方で閉鎖する熱交換器フード（９）、
・熱交換器ハウジング（５）を下方で閉鎖する熱交換器底部（１１）、
・熱交換器ハウジング（５）に備えられた、熱媒体（７）を熱交換器（１）に供給するた
めの供給部（１３）、
・熱交換器ハウジング（５）に備えられた、熱媒体（７）を熱交換器（１）から排出する
ための排出部（１５）、及び
・熱交換器フード（９）の近くに配置されている非常用解放管（１７）。
【００１１】
　熱交換器（１）の特徴は、熱交換器（１）が、熱交換器底部（１１）の近くに配置され
ている安全装置（１９）を有することである。
【００１２】
　本発明の第二の態様では、上記熱交換器（１）が、反応器配置構造（１０１）内に統合
されている。この反応器配置構造（１０１）は、以下のものを有する：
・反応器（２７）、
・反応器（２７）と接続された、例えば先に規定の熱交換器（１）、
・液状熱媒体（７）の少なくとも一部を循環させるために、反応器（２７）及び／又は熱
交換器（１）と接続されたポンプ（２９）。
【００１３】
　本発明による熱交換器（１）によって、又は本発明による反応器配置構造（１０１）に
よって、本発明の第三の態様では、反応器（２７）の温度調整法を実施することができる
。この方法は、以下の工程を有する：
　ａ）第一の温度Ｔ１で反応器（２７）から排出される液状熱媒体（７）の少なくとも一
部を、例えば先に規定した熱交換器（１）への供給部を通じて導入する工程、
　ｂ）熱交換器（１）の熱交換管（３）の周囲に、液状熱媒体（７）を流す工程、ここで
熱媒体（７）と、熱交換管（３）との間で熱が交換され、
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　ｃ）液状熱媒体（７）を第二の温度Ｔ２で熱交換器（１）から導出し、液状熱媒体（７
）を、反応器（２７）に供給する工程、
　ここで熱交換器（１）内の圧力が上昇した場合、発生した過圧は、少なくとも安全装置
（１９）によって低下される。
【００１４】
　後続の明細書において本発明による熱交換器（１）及び／又は本発明による反応器配置
（１０１）との関連で本方法の特徴も説明する場合、これは好適には、以下でより詳細に
規定する本発明による方法に関する。
【００１５】
　本発明による熱交換器（１）には、熱交換器底部（１１）の近くに安全装置（１９）が
備えられていることにより、液状熱媒体（７）の側における過圧を、迅速かつ安全に低下
させることができるという利点があり、ここで、このために熱交換器（１）内に存在する
熱媒体（７）が、熱交換器（１）の高さの大部分にわたって置き換えられる、又は通過さ
れることはない。こうして、実質的にあらゆる圧力上昇に対して安全化が図られた熱交換
器（１）がもたらされる。安全装置（１９）が備えられていることによって、熱交換器ハ
ウジング（５）はさらに、圧力を掛けずに敷設することができ、これにより、熱交換器（
１）のためのコスト、及び／又は設備全体のためのコストが低下する。
【００１６】
　この場合、「圧力を掛けずに」とは、５ｂａｒ超の圧力に対して、何ら措置を取る必要
がないことを意味する。もちろん、熱交換器ハウジング（５）は、熱交換器フード（９）
及び熱交換器底部（１１）とともに、最大３ｂａｒの圧力（熱媒体（７）に液圧的に適用
される圧力であり、熱媒体（７）のための循環ポンプによって生じる）のために敷設され
ている。
【００１７】
　熱交換器フード（９）及び熱交換器底部（１１）との関連で「近くに」という用語は、
非常用解放管（１７）が、熱交換器ハウジング（５）の上部三分の一、特に上部四分の一
の位置に配置されていること、及び安全装置（１９）が、熱交換器ハウジング（５）の下
部三分の一、特に下部四分の一、及び極めて特に好ましくは下部五分の一の位置に配置さ
れていることを意味する。
【００１８】
　以下、本発明をより詳細に説明する。
【００１９】
　本発明の第一の対象は、少なくとも２つの熱交換管（３）の束、熱交換器ハウジング（
５）、熱交換器フード（９）、熱交換器底部（１１）、供給部（１３）、及び排出部（１
５）、並びに非常用解放管（１７）を有する熱交換器（１）である。本発明による熱交換
器（１）の特徴は、熱交換器底部（１１）の近くに配置されている安全装置（１９）を有
することである。
【００２０】
　本発明による熱交換器（１）は、特別な実施態様において冷却器である。
【００２１】
　本発明による熱交換器（１）のさらなる構成において、安全装置（１９）は、非常用放
圧部である。「非常用放圧部」とは、本発明の意味合いでは実質的に、熱交換器底部（１
１）の近くにある熱交換器ハウジング（５）から導出され、かつ垂直に上方に導かれる導
管であると理解され、これによって非常用放圧部は、少なくとも熱交換器ハウジング（５
）内の液状熱媒体（７）の液面よりも高い位置に到達する。これによって、熱交換器管（
３）の束を還流する際に生じる圧力損失を解消できる。特定の稼働において安全装置（１
９）は、規定の水準まで、液状熱媒体（７）で満たされている。安全装置（１９）は好適
には、液状熱媒体（７）を、熱交換器（１）の内部にある熱媒体（７）と実質的に同じ粘
度に維持するための、ヒートトレースを備える。
【００２２】
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　熱交換器（１）において、通常の稼働圧を実質的に超える圧力が発生する場合（すなわ
ち３ｂａｒ超の圧力）、この圧力は、安全装置（１９）内にある熱媒体の柱を上方に押し
上げることによって放圧することができる。これはつまり、水及び／又は水蒸気の発生に
より管が破裂する例では、熱媒体（７）で生じる水蒸気が、より簡単かつ有利な方法で安
全装置（１９）へと膨張するということである。ここで水蒸気は、熱交換器（１）の内部
にある熱媒体（７）の質量と比べて、非常に小さな熱媒体（７）の柱を通過するか、又は
これに置き換えられる。安全装置（１９）の直径は有利には、１００ｍｍ～８００ｍｍで
ある。
【００２３】
　この関連で、１つの熱交換管（３）の開放断面積に対する安全装置（１９）の開放断面
積の比率が、１５～１，６００であることが有利であると実証されている。この比率によ
って、熱交換管（３）の漏出の場合、熱交換器ハウジング（５）内における大きな圧力上
昇無く、発生する蒸気／液体混合物を排出可能なことが保証される。直径の比率が不充分
な場合、漏出の際に、より大きな圧力上昇、ひいては相応する温度での、使用する熱媒体
（７）の蒸気圧につながる。
【００２４】
　本発明の意味合いにおいて「開放断面積」とは、熱媒体（７）の貫流に有効に利用され
る面積であると理解される。
【００２５】
　さらなる態様において熱交換器（１）は、熱媒体（７）のための回収装置（２１）を有
し、この装置は安全装置（１９）、及び／又は非常用解放管（１７）の後に接続されてい
る。比較的大量の熱媒体（７）が、安全装置（１９）及び／又は非常用解放管（１７）に
よって置き換えられる場合、熱媒体（７）は回収装置（２１）によって、設備から流出す
ること無く回収される。これによって、高温の熱媒体（７）が発生しないため安全性が向
上する一方で、回収装置（２１）によって熱媒体（７）を、問題の修正後、不純物無しで
熱交換器（１）に返送することができる。このために、回収装置（２１）が、熱媒体（７
）の粘度を向上させるための、またその硬化を防止するためのヒートトレースを有すると
特に有利である。回収装置（２１）はさらに、熱媒体（７）の充填レベルの違いを緩衝す
るため、及び／又は設備全体の停止時に、例えば点検作業の際に完全に、又は部分的に熱
媒体（７）を集めるために用いることができる。
【００２６】
　生じる物質混合物が二相（蒸気／液状）である場合、熱交換器（１）が、液状熱媒体（
７）を気相から分離するための装置（漏出の際に気体と液体の効果的な分離をもたらすも
の）を有すると、さらに好ましい。上記装置は特に、回収装置（２１）に配置されている
。
【００２７】
　回収装置（２１）が、大気に対する充分な大きさの断面積によって換気されるのがさら
に好ましく、これによって分離されたガス、例えば蒸気は、回収装置（２１）において大
きく圧力が上昇すること無く、大気中に排出される。ここで、換気のために利用できる断
面積比率は、１つの熱交換管（３）の断面積に対して５００～１，０００，０００の範囲
で選択することができる。
【００２８】
　加えて、本発明による熱交換器（１）では、安全装置（１９）と回収装置（２１）との
間に、液状熱媒体（７）の一部のための分離器（２３）を備えることが、有利であると実
証されている。分離器（２３）は、漏出の場合、通常稼働の際に配管系に存在する熱媒体
（７）の液体体積を、非常用解放管（１７）及び／又は安全装置（１９）の後で、この措
置を意図していない場合、液体プラグが回収装置（２１）へとつながる配管系によって圧
送されると、液体プラグによって生じる圧力損失で、充分に吸収することができるのが望
ましい。よって分離器（２３）の返送体積は少なくとも、安全装置（１９）と分離器（２
３）との間の配管の配管体積に相当するのが望ましい。
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【００２９】
　熱交換器（１）が、液状熱媒体（７）の向きを変えるための内部構造物（２５）を有し
、かつこの内部構造物（２５）が、各熱交換管（３）に、又は各熱交換管（３）の間に、
及び／又は各熱交換管（３）及びハウジング（５）に、又は各熱交換管（３）とハウジン
グ（５）との間に位置していると、均一かつ効率的な温度分布のために有利であると実証
されている。内部構造物（２５）は、じゃま板（リング状、又はディスク状に構成されて
いてよい）であるのが有利である。ここで、「ディスク・ドーナツ型配置」についても述
べておく。特に、内部構造物（２５）は、水平に配向されており、これによって熱媒体（
７）は熱交換管（３）を、実質的に横方向に流れる。
【００３０】
　熱交換器（１）が塩浴冷却器であり、かつ／又は液状熱媒体（７）が、塩溶融体である
のが、特に好ましい。塩溶融体として好ましいのは、アルカリ金属硝酸塩と、アルカリ金
属亜硝酸塩との混合物である。特に好ましい塩混合物は、硝酸カリウム５３質量％、亜硝
酸ナトリウム４０質量％、及び硝酸ナトリウム７質量％から成るか、又は硝酸カリウム６
０質量％、及び亜硝酸ナトリウム４０質量％から成る。この混合物は共晶混合物を形成し
、約１４２℃で溶融する。これらの塩溶融体の作業温度は、２００～５００℃である。
【００３１】
　塩溶融体の形態の液状熱媒体（７）に加えて、本発明はまた、熱媒油にも転用できる。
しかしながらこの熱媒油は、その最大稼働温度が、通常２５０～２８０℃に制限されてお
り、このことは、多くの発熱性反応（例えば管束型反応器における反応）の冷却には不充
分である。
【００３２】
　本発明のさらなる対象は、反応器（２７）、反応器（２７）と接続された熱交換器（１
）、例えば先に規定した熱交換器、及び反応器（２７）及び／又は熱交換器（１）と接続
された、液状熱媒体（７）の少なくとも一部を循環させるためのポンプ（２９）を有する
、反応器配置構造（１０１）である。
【００３３】
　本発明による反応器配置構造（１０１）が本発明による熱交換器（１）を有することに
よって、基本的に先に述べたのと同じ利点が得られる。特に本発明による反応器配置構造
（１０１）では、熱交換器（１）で生じる過圧を、液状熱媒体（７）の側で迅速かつ安全
に低下させることができる。熱交換器（１）内に存在する熱媒体（７）は基本的に、置き
換え又は通過されない。それと言うのも、熱交換器（１）の安全装置（１９）によって圧
力を低下させることができるからである。本発明による熱交換器（１）を備えることによ
って、反応器配置構造（１０１）の熱交換器系は、基本的に圧力を掛けずに敷設すること
ができ、これにより反応器配置構造（１０１）のためのコストが減少する。
【００３４】
　この場合、「圧力を掛けずに」とは、５ｂａｒ超の圧力に対して、何ら措置を取る必要
がないことを意味する。もちろん、反応器配置構造（１０１）は、最大３ｂａｒの圧力（
熱媒体（７）が液圧式で適用される圧力であり、熱媒体（７）のための循環ポンプによっ
て生じる）のために設計されている。加えて、反応器（２７）の反応体積は、反応媒体の
側で、最大８０ｂａｒの反応圧力に設計されている。
【００３５】
　「反応器（２７）と接続された熱交換器（１）」という用語は、本発明の意味合いにお
いて、熱媒体（７）のための、熱交換器ハウジング（５）に備えられた供給部（１３）、
及び熱交換器ハウジング（５）に備えられた排出部（１５）が適切な手法で、反応器（２
７）の相応する供給部及び排出部と接続されている、特に溶接されていると理解されるべ
きである。供給部（１３）又は排出部（１５）のいずれかに、制御部を搭載することが実
用的であり、これによって熱交換器（１）によって循環される液状熱媒体（７）の量、ひ
いては反応器（２７）における温度を調整、及び／又は制御することができる。
【００３６】
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　好ましい態様において反応器（２７）は、発熱性又は吸熱性反応を行うための、管束型
反応器である。
【００３７】
　ここで発熱性反応の場合、発熱性反応の際に生じる熱は、液状熱媒体（７）によって吸
収され、熱媒体（７）の循環によって本発明による熱交換器（１）（この場合は冷却器）
に送られる。本発明による熱交換器（１）は前述のように、塩浴熱交換器であり得る。特
に、塩浴冷却器の熱交換管（３）は、水を蒸発させる蒸発管であり得る。このようにして
、反応の際に放出されるエネルギーは蒸気の形で得られ、例えば蒸気タービンを駆動させ
るため、又は加熱目的のために有用に利用することができる。
【００３８】
　本発明による熱交換器（１）は、蒸気過熱に使用することもできる。これは、得られた
過熱蒸気を、例えば蒸気タービンによって電気エネルギーに変換したい場合、特に有利で
ある。蒸気エネルギーの利用度、すなわち効率性は、蒸気エネルギーに加えてより多くの
エネルギーを供給できればできるほど、上昇する。このためには、既に発生した蒸気、例
えば本発明による第一の熱交換器（１）からの蒸気を、本発明によるさらなる熱交換器（
１）を介して導き、蒸気温度を上昇させる。よって本発明により、効率性を著しく上昇さ
せることができる。
【００３９】
　反応器配置構造（１０１）はさらに、図示していない膨張タンクを有することができる
。温度に応じて、熱媒体（７）の密度（すなわち熱媒体が占める体積）が変わる。このた
めに充分に大きな膨張空間が、本願発明の場合には膨張タンクによって意図されている。
さもなくば、熱媒体（７）の膨張によって、熱交換器（１）及び／又は反応器（２７）に
さらなる圧力が掛かることになる。
【００４０】
　本発明の第三の態様は、反応器（２７）の温度調整法であり、この方法は以下の工程：
　ａ）反応器（２７）から第一の温度Ｔ１で排出される液状熱媒体（７）の少なくとも一
部を、請求項１から７までのいずれか１項に記載の熱交換器（１）への供給部を通じて導
入する工程、
　ｂ）熱交換器（１）の熱交換管（３）の周囲に、液状熱媒体（７）を流す工程、ここで
熱媒体（７）と、熱交換管（３）との間で熱が交換され、
　ｃ）液状熱媒体（７）を第二の温度Ｔ２で熱交換器（１）から排出し、液状熱媒体（７
）を、反応器（２７）に供給する工程、
　ここで熱交換器（１）内の圧力が上昇した場合、発生した過圧は、少なくとも安全装置
（１９）によって低下される
を有する。
【００４１】
　前述のように、本発明による熱交換器（１）を冷却器として稼働させる際、熱交換管（
３）における欠陥につながることがある。ここでこの漏出は、１個若しくは複数の比較的
小さな～比較的大きな穴の形、また熱交換管（３）の完全な破断にもなり得る。熱交換器
（１）の冷却媒体側は通常、反応器（２７）の熱媒体側よりも高い圧力で稼働される。こ
の場合、漏出箇所によって冷却媒体（例えば水）が、液状熱媒体（７）に流入する。熱媒
体側で温度条件が冷却媒体の沸点を超えて存在する場合、冷却媒体は極めて迅速に蒸発し
、迅速な圧力上昇につながる。この圧力上昇は、予測できずに、また予見できずに発生す
るため、充分に短時間で対策を講じることができない。このような圧力上昇の場合、生じ
た過圧は、安全装置（１９）により、生じた蒸気が安全装置（１９）内で熱媒体（７）の
柱に置き換わる、又はこれを通過することによって低下し、こうして熱交換器ハウジング
（５）の損傷は回避される。本発明によれば、生じた過圧は２ｂａｒから、安全装置（１
９）によって低下される。
【００４２】
　本発明による熱交換器（１）を冷却器として稼働させる場合には通常、第一の温度Ｔ１
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（この温度で液状熱媒体（７）の少なくとも一部が反応器（２７）から排出される）は、
２００～４５０℃であり、一方で第二の温度Ｔ２（この温度で液状熱媒体（７）が熱交換
器（１）から搬出される）は、１２０～３００℃である。
【００４３】
　本発明による方法では、熱媒体（７）が、工程ｂ）において熱交換管（３）の間を曲流
するのが有利であると実証されている。これはつまり、液状熱媒体（７）の向きを変える
ために任意に存在する内部構造物（２５）によって、液状熱媒体が、熱交換管（３）に対
して実質的に横方向に流れるということである。熱媒体（７）は特に、熱交換器（１）の
下端で供給され、熱交換器（１）の上端で、排出部（１５）によって排出される。この熱
媒体（７）の導入により熱交換管（３）において、熱媒体（７）から冷却媒体への最適な
熱移動が保証される。
【００４４】
　本発明による方法は有利には、反応器（２７）において、発熱性又は吸熱性反応を行う
ための管束型反応器として実施する。
【００４５】
　この際、反応器（２７）で行う反応は、特に部分気相酸化であり得る。この部分気相酸
化には好ましくは、プロペンからアクロレインへの酸化、イソブテンからメタクロレイン
への酸化、アクロレインからアクリル酸への酸化、メタクロレインからメタクリル酸への
酸化、及びｏ－キシレンから無水フタル酸への酸化が含まれる。
【００４６】
　本発明のさらなる態様では、反応器（２７）の温度を調整するための前述の熱交換器（
１）を、発熱性反応実施のために使用し、ここで反応器（２７）は管束型反応器であり、
液状熱媒体（７）は塩溶融体である。
【００４７】
　さらなる目的、特徴、利点、及び適用可能性は、後続の本発明の実施例の説明から、図
面により明らかになる。ここで、記載及び／又は図示するあらゆる特徴は、それ自体、又
は任意の組み合わせで、請求項又はその従属請求項との組み合わせとも無関係に、本発明
の対象である。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の実施態様における熱交換器（１）の概略図を示す。
【図２】本発明の実施態様における反応器配置構造（１０１）の概略図を示す。
【００４９】
　本発明による熱交換器１を、図１に示す。熱交換器１の外部カバーは、熱交換器ハウジ
ング５、上部を閉鎖する熱交換器フード９、及び下部を閉鎖する熱交換器底部１１によっ
て形成される。熱交換器１の内部には、熱交換管３が垂直に配向され、この熱交換管は下
部で熱交換管底部３１により閉鎖される。熱交換器（１）が冷却器として稼働される本発
明の１つの態様では、熱交換管３が少なくとも部分的に水で充填されるが、この水は図１
には示されていない接続部により導入される。熱交換管３の間、又は熱交換管３と、熱交
換器ハウジング５との間には、１つの実施態様ではじゃま板２５が、熱媒体７が曲流する
流れで、熱交換管３を流れるように組み込まれている。
【００５０】
　液状熱媒体７は、熱交換器ハウジング５に備えられた供給部１３により、熱交換器ハウ
ジング５の下半分に供給される。この供給は好ましくは、熱交換管底部３１とほぼ同じ高
さで行う。熱媒体７は、熱交換管３の配向に対して広範囲で横方向に、すなわち熱交換管
３で、またその間で実質的に水平に誘導され、相応するじゃま板２５により導かれる。そ
の温度で冷却された熱媒体７は、熱交換器ハウジング５に備えられた排出部１５によって
、熱交換器１から再度搬出される。排出部１５は特に、熱交換器フード９のすぐ下に存在
する。図１から読み取れるように、非常用解放管１７は同様に、熱交換器ハウジング５の
上部領域に、熱交換器フード９のすぐ下に存在する。非常用解放管１７は慣用的に、直径
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が１００ｍｍ～８００ｍｍである。これに対して本発明による安全装置１９は、熱交換器
ハウジング５の下部領域、特に下３分の１、好ましくは下４分の１、特に下５分の１の位
置に配置されている。安全装置１９は特に、ある種の上昇管により形成される非常用放圧
部である。
【００５１】
　図２は、反応器２７を有する反応器配置構造１０１を示し、この反応器２７は好適には
、発熱性又は吸熱性反応を行うための管束型反応器である。このような管束型反応器では
、垂直に配向された接触管の束が、２つの管板の間に配置されている。ここでこれらの接
触管は、適用の場合に応じて、触媒材料からの充填物（固体床触媒）により充填されてい
てよい。接触管には液状熱媒体７を流し、この熱媒体は、発熱性反応の場合に生じる熱を
吸収、排出するか、又は吸熱反応の場合に必要となる熱を供給するものである。所定の温
度で熱媒体７が、温度調整用ポンプにより循環されることによって、一定の反応条件が達
成される。
【００５２】
　熱媒体７は有利には、反応器２７における下部管板の近くに流れ込み、上部管板の近く
で、管から流れ出す。
【００５３】
　反応器２７は、熱媒体７により貫流され、この熱媒体は循環のために少なくとも部分的
に、少なくとも１つのポンプ２９によって循環される。ポンプ２９、及びポンプ２９の相
応する供給部及び排出部は有利には、ヒートトレース（加熱）されており、これにより望
ましくない冷却、ひいては熱媒体７の粘度低下は起こらない。理想的にはポンプ２９が、
反応器ハウジングに直接設けられている。図示した実施態様では、ポンプ２９とは実質的
に逆側に、本発明による熱交換器１が配置されている。これは有利には、比較的僅かな距
離、すなわち、反応器２７から１０ｃｍ～２５０ｃｍの距離に配置されている。熱交換器
１からは、上部領域で（例えば図１で既に示したように）、非常用解放管１７がつながっ
ている。これに対して本発明にとって重要な安全装置１９は、熱交換器１の下部領域に配
置されている。
【００５４】
　冷却媒体（主に水と水蒸気）が熱交換管３から、熱媒体７へと流入する管破裂の場合、
流入する水は非常に迅速に蒸発するため、予測不能に高い圧力が、熱交換器１で生じる。
安全装置１９が存在することによって、熱交換器１の下部領域で生じる圧力は、比較的直
ちに、安全装置１９によって排出できる。これは、安全装置１９内に存在する熱媒体７の
柱が、上方へ圧力をかけられていることにより起こる。通常、この熱媒体の柱の上端には
、熱媒体７の比較的高い粘度～ほぼ固体の高粘度の領域が存在する。この領域（すなわち
１種の栓）は、まず分離器２３で、特に中間分離器で回収され、このようにしてさらなる
系から除去される。熱媒体７と水との後続の混合物、また水蒸気は、導管３３を通じて後
方に接続された回収装置２１に送られる。安全装置１９も、導管３３も、また回収装置２
１は、ヒートトレースされており、これによって熱媒体７の粘度上昇、又は硬化が防止さ
れる。
【００５５】
　回収装置２１では、液状熱媒体７を水／水蒸気混合物から分離することができる。これ
は特に、液状熱媒体７を気相から分離するための装置によって行うことができる。この分
離は、サイクロン式分離器によって、又は単純に重力分離によって行うことができる。熱
媒体７は、図２には示していないパイプによって、熱交換器１に、又は反応器２７に再度
供給することができる。
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